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お 知 ら せ

4月23日の区議会議員及び区

長。4月30日の都議会議員及び

都知事の選挙に使用する投票所入

場券は4月3日までに区職員の手

で各人に配付されましたが資格のあ

る方で入場券の届いていない方

は各戸に配付された補充選挙人名

簿登録申請書に記入して選挙管理

委員会又は出張所に申告して下さ

い。なお申告用紙は管理委員会。

各出張所にもあります。申請の期

間は区議会議員及び区長は4月3

日～4月15日まで、都議会議員

及び知事は4月3日～4月23日

ま で 受 付 け ま す 。

6 ・3 制整備記念式
3月13日午後1時から6・3制整

備記念式及び学制改革実施に伴う

功労者の表彰式が千寿第1小学校

講堂で行われた。区内各PTA代

表等その他都知事、区長及び関係

者約200名が出席盛大であつた

式はまず教育課長の開会の辞に引

き続いて区長の6・3制整備に対

する各位の功労に深く感謝する旨

の挨拶次いで都知事足立区議会議

長、区会教育委員長の祝辞があ

り、これに答えて学制改革PTA

代表佐久間榮吉氏の謝辞があつ

た。終つて演芸に移り大いに興じな

が ら午 後4 時 散 会 し た

地 方自 治 と選挙
今月行われる地方選挙は、一番区民と

のつながりを持つた選挙であります。

わが区の、わが都の将来の進歩と福祉

は地 方団体の最も適 切な行政の質 と量

とにかかつております。従つて地方自

治 の 発 展 こ そ 大 い に 念 願 しな け れ ば な

ら な い の で あ り 、 わ れ わ れ に 与 え ら れ

た 参 政 権 に よ り4 月下 旬 の 地 方 選 挙 を

有 効 に 活 用 す る こ とで あ り ま す。

今 こ そ こぞ つ て 立派 な 長 や 議 員 を 選 挙

い た し ま し よ う。
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有 権者数151 、198人

投票区変更さる
区選挙管理委員会では開票の便宜と名
簿調整上の技術面を考慮して今回投票

区番号を変更し4月選挙に臨むことに
なつた。この結果35投票区に別れて

いたものが1カ所新設され36投票区
となつた。なお本表における有権者数
は25年12月20日( 確定日) 現在
に よる基本選挙人名簿登戴数である。

西新井 公益質 屋 が業務 開始

昨年3 月千住寿町に千住公益質屋が一
般都民 のた めに業務を開始して以来引
き続き好評を得ているので、今回堤北
の本木町2 丁目1 、148 番地に西新
井公益質屋を設置し、2 月24 日か ら
業務を開始した。

食糧公団に感謝状贈呈
主 要食糧の新配給制度実施に伴い、民
営販売店が新発足することになつたの

で永年にわたり区民の食生活の安定に
寄与した配給公団支所及び同配給所に
対し3 月22 日午後2 時か ら足立区役
所区議会 議事堂で感謝状贈呈式が行わ
れた。当日は区長 から感謝状の贈呈後
区議会議長、千佳警察署長の挨拶があ
り盛大 であつた。

区長の自宅移転
葛飾区本田木根川町111番地に居住
していた大山区長は今度千住大川町4
0番地千寿第3小学校入口( 電話足立
4985) に移転した。

投 票 所 区 域 及 び 有 権 者 数
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第1 回定例区議会で
歳 入出追加予算等決 まる

本年第1回足立区議会( 定例会) は
去る2 月28 日に区議事堂に開会 され
た。

今回提出された議案と審議経過は次の
通りである。

先づ案件の審議前に監査委員及び各
常任委員長の報告があり引続いて一般
区政に対 する質問が行 われ、理 事者か

らそれぞれ答弁 があつた。
次い で日程に入り
財産取得に関する件

都条例によつて従来都有であつた下
記5 公園の敷地並附随建物等が本区

に譲渡 されたのでその取得について
審議の結果原案通り可決になつた。

記
南宮城公園。千住公園。 大橋公園。
関屋公園。梅島公園。

昭和25 年度東京都足立区歳入歳出
追加予算
本案は区税収入並都の交 付金及び補

助金その他による追加予算であり慎
重審議の結果原案通り可決 された。
予算額下記の通り

追加予算額　85. 520. 485円
前回までの累計額　308. 600. 076 円
合計額　394. 120. 561円

足立区選挙管理委員補充員選挙の件

選挙管理委員への繰上補充及び補充
員の辞任等によつて選挙管理委員補

充員が皆無となつたので地方自治法
の規定により選挙を行つた結果下記
の通り当選した。

千住宮元町50番地　小守 衞
千住1 の66 番地　　市川欣二

本木町2 の1、183番地
小宮宗太郞

五反野南町1、258番地　稻付喜平次

25年度産米供出完遂感謝祭
25 年 度 産 米 供 出 完 遂 感 謝 祭 が 都 知 事

臨 席 の 下 に 足 立 区 の 農 業 関 係 者 約2 、300

名 を 招 い て3 月20 日 午 後1 時

か ら 都 立 江 北 高 等 学 校 請 堂 で 盛 大 に 行

わ れ 又 農 協 優 良 支 部 、 優 良 個 人 優 良 指

導 者 の 表 彰 式 も併 せ 行 わ れ た 。 被 表彰

者 は 次 の 通 り 。

〔優良指導者〕田邊正信、阿出川オ十

郞、花井正起、小金井喜平、山崎太

一、橫山眞治、須賀定義、石鍋德次

郞 、 寺 島 俊 次 、鈴 木 賴 房 、辻 村 倫 將 、

富 澤 久 造 、 杉 山 文 藏 、 近 藤 吉 五 郞 、 木

島 辰 五 郞 、 川 名 善 一 、千 葉 光 純 、 大 塚
忠 太 郞
〔優良供出者〕淸水龜太郞、鈴木泰治
馬場政雄、吉田新藏、石井正之助、水
野新太郞、星野淸太郞、田中省三、淸
水たみ、蘇治郞吉、葉本松之助、石渡
吉松、岡田新右衞門、石出關太郞、高
橋 林

新し い 戸 籍
【問】私は樺太在籍者で昭和17年

の10月応召その後全家族が東京都西

多摩郡に引揚げ22年1月30日父(

戸主) 死亡同年9月復員24年5月2

男 出 生 昨 年 秋 本 区 大 谷 田町 に 移 転 した

が 、 本 籍 が 樺 太 で は 不 便 の た め現 住 所

に 移 し た い と思 う か ら 引 揚 の 時 持 参 し

た 戸 籍 謄 本 で 転 籍 で き る か 、 な お 死 亡

し た 父 や 出 生 し た2 男 は ど う な る か 。

【答】貴方が家督相続人でしたら転

籍することができます。転籍の届出人

は筆頭者と配偶者筆頭者或いは配偶者

の一方が意思表示できないとき又は除

籍されている場合は他の一方となつて

いるので、届出人は限定されている。

ところが貴方の場合は戸主の死亡が応

急措置法前即ち昭和22年5月3日以

前であるから戸主の死亡により旧法の

適用を受け、当然家督相続が開始され

ているので先ず家督相続届をして戸籍

を新らしくして転籍するのか定法であ

る。然し本籍が樺太では家督相続の手

続が出来ないからこの場合は例外とし

て家督相続未済でも転籍出来る取扱を

しているので戸籍謄本に戸主の死亡を

証明する書面( 死亡届受理証明又は死

亡診断書) を添えて家督相続人が届出

人 とな る。 この 届 出 に より 死 亡 戸 主 を

基 に し て 戸 籍 が 作 られ る の で 戸 主 の 死

亡 届 を 受 付 た 役 場 に 死 亡 者 の 本 籍 変 更

の 追 定 届 を 出 せ ば 死 亡 届 が新 本 籍 地 に

送 付 さ れ 死 亡 が 除 籍 さ れ る そ の 後 家 督

相 続 届 を す る こ と に より 新 し い 戸 籍 に

な り ま す 。2 男 の 場 合 も同 様 出 生 届 を

受付けた役場に本籍変更の追定届を出

せば入籍できる。以上は貴方が家督相

続人の場合であるが、若し家督相続人

でないときは転籍は出来ませんから分

籍の方法で現住所に籍をつくる事が出

来る。2男の入籍は前に述べた方法で

すればよい。なお樺太在籍者の籍の移

動については本問の様に戸籍謄本を所

持する方は少ないから若し謄本がない

時は次の方法による。届書に必要な身

分事項を記載するか又は身分事項を記

載した書面を添え戸籍謄本を添えられ

ない旨の申述書に引揚証明書の写しを

添付する。戸籍の筆頭者又は同籍中の

者であつて内地に在籍した者がある場

合にはその者に関する戸籍除籍の謄(

抄) 本又は記載事項証明書。内地在籍

者の戸籍又は除籍で直接間接に転籍す

るものの戸籍と関連を有し証明資料と

して役立つ場合はこれらの戸籍除籍の

謄( 抄) 本又は記載事項証明書( 例え

ば転籍者の戸籍から縁組或いは婚姻等

の届出によつて別の戸籍に在籍する場

合及び転籍者と離縁離婚をして復籍し

ている者等) 等の証明資料をそえて届

出 れ ば こ れ に より 調 査 の 上 その 受 否 に

つ い て は 監 督 法 務 局 の 指 示 を 求 めた 上

決 定 す る 証 明資 料 の な い 場 合 も 同 様 で

あ る 。 又樺 太 残務 整 理 事 務 所 で は 樺 太

引 掲 者 に 対 し 直 接 面 接 し て 身 分 事 項 を

慎 重 調 査 の 上 確 実 と 思 わ れ る 場 合 に は

身 分 事項 証 明 書 を 呉 れ る と の こと で あ

る。
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出 張 所 め ぐ り
第17 出 張 所

△ 千 住 新 橋 か ら 二 ツ谷 町 を 経 て 、城 北

の電 源 を 調 整 す る 花 畑 変 電 所 の 前 か ら

綾 瀬 川 に 突 き 当 る と 北 に 延 び た 道 路 に

そつ て 、 軒 の 低 い 家 々の 硝 子 戸 に 、 河

を 往 く達 麿 船 の 白 帆 が 、 ぎ い つ ー と 微

風 に 鳴 つ て の ど か な 農 村 の 春 が 展 け て

く る。 川 を 遡 つ て 内 匠 橋 を 右 手 に 左 折

す れ ば道 路 一 つ で 埼 玉 県 に 接 す る 花 畑

小 学 校 の 西 隣 り 、 足 立 区 役 所 第17 出

猥 所 の 看 板 が 目 に 入 る。

△ 最近持病で約1か月近く入院してい

た花田所長の白い顔が薄暗い庁舎の奥

から笑いかけて、「いらつしやい。」

△ 庁舎の中に入ると裏手に積まれた堆

肥の山から農村独得の藁と木立の匂い

が醗酵してすすめられた囲炉裏型の四

角 い 火 鉢 に い ぶ る 薪 の 薄 青 い 煙 と と も

に 、 人 間 の 郷 愁 を そ そ る。

△ 見上げる壁に、「太陽は雲の上に照

る」という職員訓が貼つてある。私の

職員に対する指導方針、出張所の運営

方針、すべてこれなんですよ。大乗的見地

か らす べ て を 処 理 す る と が 私 情 に

患わ さ れ な い公平な事務処理の方法

なん だ。特にこの私情云 々については
、 ここが全く農村的役場の性格と、大

都市的行政機構としての適用を受ける

にとにおいて言うに言われない機徴が
あるん でね。
△ あ らゆる職業を経験し、あ らゆる人
の世の苦しさを味 わい尽 くして区役所

に入つたのが昭和17 年、兵事係、土

木課と戦争中、戦後を通じて移り変つ
た地方自治体の官治民治の流れに棹 も

ささず、実直に勤め上げてきた所長は
、花畑 とい う都会的法令で

規定 され、
因習に支配 され勝 ちな農村的性格を持
つた地域を所管する ことについて最初

大分面喰 らつた らしい。 そして そのあ

げ く、今までの経験からこの指導方針
にた どりついたのである。
△ 首を吊つて自殺した人があるとかで

、駐在所の巡査が、出張所に電話をか
りにくる。綾瀬川の舟運を利して建て

られたばかりの工場の職工さんが5
人、金詰まりで会社が閉鎖するので移

動証明を呉れと揃つてやつてくる。年
寄りのお百姓さんが、あたり構まわぬ

大声で麦の成長ぶりを説 明しにくる。
これ らの人々に、一 々巧 まざる永年の

習慣で応待する職員の態 度には、雲の
上の太陽の意味を完全に会得した自覚

がみ られる。

△ 日一日と進歩する都会の行政施策

と、遅々として進まぬ農村的因習の事
務処理上の跛行の松葉杖をもつて任じ

ている所長以下職員の巧まざる奉仕

が、必らず近い将来において平常の歩

みを取り戻すに違いないという印象を
与えるほどの、熱心な而も至極当り前
の態度で行 われてい る17 出張所に、
雲を破つて太陽が降り注ぐ ことも間近

い ことであろう。といつた らほめすぎ
だろ うか。

右 か ら　佐 山 善 六 、 花 田 稔

吉 田 し ず

区 議 会 日 誌

1 月29 日厚生委員会
( 1) 共同募金の配分による社会施設

について

( 2) 区営浴場について

2 月23 日教育委員会

( 1) 昭和25年度区立学校増築工事

請負契 約報告について
( 2) 区立中学校通学区域一部変更に

ついて
( 3) 成人学校開校について
( 4) 教員住宅設置について
( 5) 養護学園現況報告について

( 6) 昭和25年度教育費追加予算に
ついて

( 7) 請願書について
( イ) 15中運動場敷地拡張に関

する請願書
( ロ) 学校建築請負金額増額方に

関 する請願書

( ハ) 図書室の設置及び校庭整地埋立

に関する陳情書( 第1

1中)

( ニ) 区立第10中学校々地買収

に 関 す る 請 願 書

( ホ) 柳原小学校敷地々代値上方

に 関 す る請 願 書

( 8) 所管事項報告について

2 月27 日 財 務 委 員会

( 1) 財産取得に関する件について

( 2) 昭和25年度東京都足立区歳入

歳 出 追 加 予 算 つ に い て

毎 月第3 木曜日
千寿第1 小学校講堂

法 律 相 談

法律全般及び生活一般につい
て無料で御相談に応じます

主 催　 足 立 区 役 所

協 賛　 足 立 区 法 曹 会

◎ 詳細は民生課にお問い

合 せ 下 さい

4 月 選 挙 の
補 充 名 簿 作 成 に つ い て

4 月 に 行 わ れ る 地 方 議 会 の 議 員 及 び

首 長 の 選 挙 に は 昨 年9 月15 日 現 在

で 調 成 し た 基 本 選 挙人 名 簿 を 基 に し

て 執 行 さ れ る が 、 そ の 名 簿 に 脱 漏 し

た 者 又 は そ の 後 に 資 格 の 生 じ た 者 を

登 載 す る 補 充 名 簿 を 調 成 す る。 この

補 充 名 簿 は 申 告 に よ り 調 成 す る こと

に な つ て い る か ら有 資 格 者 は 忘 れず

に 選 挙 管 理 委 員会 に 申 告 さ れ た い 。

な お 申 告 の 期 間 に つ い て は 第1 面 参

照の こと。
◎ 有資格 者

選挙の期日で年令満20 オ以上の

者で選挙の期日までに都の23 区
内に3 か月以上居生していた者。
但し海外引揚 者は以上の期間が3
か月未満で も申告する ことができ
る。

◎ 申告用紙は申告期間中各出張所で
交付する。


